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1. パイプライン運転報告《トラブル等対応記録》令和 8 年 2 月 
 

1． 結論 

2 月は、住民が原因となるトラブルは 0 件でした。しかし、それにもかかわらず 27 件の障

害が発生しました。このことから、今回のトラブルの主な原因は住民のごみ出しではなく、

設備側の不具合である可能性が高いと考えられます。つまり、パイプライン設備の老朽化が

進んでいる状況がうかがえます。 

 

2． 全体状況 

2 月に発生した障害は合計 27 件で、すべて現場で対応し復旧しています。作業時間は

10 分から 180 分まであり、多くは短時間で復旧していますが、なかには長時間の対応が

必要なケースもありました。また、作業は 1 人から 3 人で行われており、パイプラインを維

持するためには継続的な人手による対応が必要な状況となっています。。 

 

3． 住民起因トラブルの状況 

記録表の「住民起因（○で表示）」の欄を確認すると、すべて「－」となっており、住民が原因と

なるトラブルは確認されていません。したがって、2 月に発生した障害は、ごみ出しのマナー

違反によるものではないと判断できます。これは重要な点であり、今回のトラブルの多くが

設備側の問題である可能性を示しています。 

 

4． 障害の発生の流れ 

今回のデータから、障害は次のような流れで発生していると考えられます。 

弁が正常に動かない⇒ごみを送る力が弱くなる⇒ごみが途中でたまる⇒警報が出る 

⇒現場で復旧作業を行う 

このような流れは、設備が古くなってきたときに多く見られるトラブルの形です。 

 

5． 2 月の分析まとめ 

2 月のトラブルは、住民のごみ出しが原因ではなく、設備の不具合が中心であると考えら

れます。特に 

• 弁の動作不良 

• 機械設備の不具合 

• 制御・監視装置の異常 

が多く確認されており、設備の経年劣化によるトラブルが発生している状況と整理できます。 
 

最後に（報告の要点）今回の記録で最も重要な点は、住民が原因のトラブルが 0 件である

にもかかわらず、27 件の障害が発生しているということです。 

このことは、パイプライン設備が老朽化の段階に入っている可能性を示していると考えら

れます。 
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詳細データ 
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2. 令和７年度 第２回芦屋市廃棄物減量等推進委員会 報告 

 

上記会議が 3 月 13 日に環境処理センターで開催されましたので報告します。 
 

1．計画の基本理念 
 

芦屋市の一般廃棄物処理実施計画は、 

「市民一人ひとりが主体となり、ごみを意識して持続可能な循環型社会を目指す」ことを基

本理念としている。 
 

山口提案（基本理念の更新） 

「市民・事業者・行政が協働し、資源を大切に循環させながら、次世代へ誇れ

る持続可能なまち芦屋を実現します。」 
 

理由 

芦屋市の理念は正しい方向ですが、次の段階に進む必要があります。そこで今後の理念は

「市民努力」＋「資源循環の仕組み＋芦屋らしさ」に進化するべきです。 
 

結論 

次年度の基本理念更新で検討をする。 
 

この理念のもと、次の 5 つの基本方針に基づき施策を進める。 

• 日常生活における環境意識の向上 

• 市民参画と協働の推進 

• 市民・企業・団体など多様な主体との連携 

• 排出事業者責任の徹底 

• 新しいごみ処理施設の検討と構想 

これらにより、環境負荷の低減と資源循環を進めることを目標としている。  
 

2．ごみ排出量の状況 

令和 7 年度の見込みでは、芦屋市のごみ総排出量は約 28,325 トンであり、前年度と比

較して約 445 トン減少している。特に家庭系ごみの削減が進んでおり、1 人 1 日当たりの

ごみ排出量は 830g 程度まで減少している。 

これは指定ごみ袋制度などの効果により、家庭ごみ削減の目標が達成される見込みである。  

 

 

 

 

 

 

 

3．未達成の課題 
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一方で、次の 2 つの項目は目標未達となっている。 

① 事業系ごみの削減 

経済活動の回復により排出量が想定より減少せず、目標を達成していない。 

② リサイクル率の向上 

新聞など紙媒体の減少により資源ごみが減り、リサイクル率は目標値に届いていない。 

そのため、今後は資源化の促進と分別強化が重要課題とされている。  
 
4．現在進めている主な施策 

令和 7 年度は、次のような取り組みが実施された。 

• 本・古着交換会などの資源循環イベント 

• 廃食用油やリチウムイオン電池の回収 

• ごみ分別アプリや YouTube などによる情報発信 

• 小学校への環境教育（出前授業） 

• 市民団体や企業と連携した 3R 活動により、市民の環境意識向上を図っている。  
 
5．令和 8 年度の重点施策 

次年度は、次の 3 つを重点課題としている。 

1. 燃やすごみに混入する紙資源の分別強化 

市民主体の資源回収や交換会を拡充する。 

2. 環境教育の強化 

小学校への出前授業を市内全校へ拡大する。 

3. プラスチック分別収集の検討 

令和 12 年度予定のプラスチック分別収集開始に向けて制度設計を進める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．兵庫県内での位置 

兵庫県内の比較では、芦屋市は 

• 1 人 1 日当たりごみ排出量：中位程度 

• リサイクル率：やや低い位置 

となっており、特に資源化率の向上が課題である。  
 
 

紙資源の分別強化 紙資源の分別強化 紙資源の分別強化 
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7．新しい環境処理センターの方向性 

今後の施設整備では、単なるごみ処理施設ではなく、資源回収拠点、環境学習拠点、市民

が集う交流空間として整備する方針が示されている。また、防災機能や市民教育機能も持

つ地域拠点型施設とすることが検討されている。  
 
まとめ（重要ポイント） 

この審議会資料から読み取れる最も重要な点は次の 3 点である。 

1. 家庭ごみ削減は一定の成果が出ている 

2. リサイクル率の低下が大きな課題となっている 

3. 今後は資源循環と環境教育を中心に政策を強化する 

特に、燃やすごみに紙や資源が混入している問題が大きく、分別と資源化を市民参加で進

めることが政策の中心になっていることが特徴である。 
 

山口提案 

「次年度から環境処理センターから発生する CO2 データを表示してもらいたい」という手

提案をおこないました。 

 

私は、環境処理センター（焼却施設など）から発生する CO₂排出量を公開することは、自治

体にとって極めて重要であり、原則として公開すべき情報であると考えます。理由は次の

三点です。 

 

1．政策判断の基礎データになる 

ごみ焼却は、多くの自治体で温室効果ガス排出の主要な要因の一つです。焼却量やプラス

チック含有量が増えれば、CO₂排出量も増加します。そのため、 

• ごみ排出量 

• 焼却量 

• CO₂排出量 

この三つを同時に公開することで、 

ごみ政策の成果を客観的に評価することが可能になります。 

もし CO₂が増えているなら「分別」「リサイクル」「食品ロス削減」などの政策の見直しが必

要になります。 

 

2．市民の行動変化につながる 

ごみ問題は、行政だけで解決できる問題ではありません。市民の行動が直接影響します。 

しかし多くの場合、市民は 

• 自分の出したごみが 

• どれだけ CO₂を出しているのか 

を知る機会がありません。 

環境処理センターの CO₂排出量を公開すると、「ごみ＝温暖化問題」という関係が具体的

に理解されます。これは市民の分別行動や３Ｒの実践を促す強い動機になります。 
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3．カーボンニュートラル政策との整合性 

現在、多くの自治体は 2050 年カーボンニュートラルを宣言しています。 

しかし、CO₂排出量を公開しないままでは、 

• どの分野で排出しているのか 

• 削減が進んでいるのか 

を検証できません。 

したがって、排出量の可視化はカーボンニュートラル政策の前提条件と言えます。 
 
結論（私の見解） 

環境処理センターの CO₂排出量は、単なる施設データではなく、ごみ政策と気候政策をつ

なぐ最も重要な指標です。 

したがって自治体は 

• 年次データの公開 

• ごみ量との関係 

• 市民 1 人当たり排出量 

などを分かりやすく公表する責任があります。 
 
参考：公開すべきデータ（理想形） 

1. 焼却量（t／年） 

2. CO₂排出量（t-CO₂／年） 

3. 市民 1 人当たり CO₂ 

4. プラスチック焼却割合 

5. 前年比較 

この形で公開すると市民が政策効果を理解できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 排出量の表示が温暖化対策の重要 
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参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 指定ごみ袋の効果として、表中②1 人 1 日当たりの家庭系ごみ排出量が、導入(令和 5

年度)の 2 年前(令和 3 年度)と 2 年後(令和 7 年度)を比較して 9%削減することを目標

と掲げていました。令和 7 年度は見込み値ではありますが、約 1 割強の削減となり、目標

を達成できる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 厨芥 (ちゅうかい): 台所から出るごみ（ゴミ）を指す言葉です。 具体的には、調理

くず、食べ残し、魚や肉の骨、果物の皮などが該当します。  

 

• 「燃やすごみの半分以上は紙とプラスチックです。つまり、分別すれば燃やすごみは

半分以下になります。」 
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3. 令和７年度 パイプラインワーキンググループ（１４回目）の報告 

 

令和 8 年 3 月 10 日（火）13:30〜16:00 の芦屋市環境処理センター会議室で上記 

会議が開催されましたので報告します。 

 

1．会議の目的 

現在のごみ収集パイプライン施設は老朽化が進んでいるため、将来に向けた 新しいごみ

収集方法の検討を進めている。 

本ワーキンググループでは、実際の住宅地で複数の方式を試す モニター実験（実証実験） 

の内容を具体化し、実施に向けた準備を進めることを目的としている。 

 

2． TMES の人事異動について 

パイプラインの運転・管理を担当している TMES において人事異動がありました。 

これまで、直径 50cm の輸送管の内部に入り、詰まったごみを取り出す作業を行っていた

専門スタッフが、4 月より異動となります。 

そのため、今後は輸送管内部に入ってのごみ除去作業ができなくなり、輸送管内でごみ詰

まりが発生した場合の対応は、高圧洗浄による除去作業が基本となります。 

しかしながら、高圧洗浄だけで詰まりが解消できない場合には、地面を掘削して輸送管を

切断し、直接詰まりを除去する工事が必要となる可能性があります。この場合、多額の修

繕費用が発生することになります。 

このような事態を防ぐためにも、パイプラインに適さないごみやマナー違反のごみを投入

しないよう、引き続きご協力をお願いいたします。 

 

3． モニター候補地域の状況 

現在、住宅形態ごとに候補地域の調整を進めている。 

⚫ モニター実験の概要 

実施目的 

実際の生活環境の中で複数のごみ収集方式を試し、安全性・使いやすさ・管理負担などを

検証する。 

 

主な検証項目 

 ごみ出しのしやすさ・安全性 

 臭い・衛生・景観への影響 

 ルール（時間・分別）の守りやすさ 

 住民・管理組合の管理負担 

 収集作業員の作業効率と安全性 
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⚫ 高層住宅 

・アステム芦屋 A・B 棟で前向きに検討中 

・マンション内アンケートを実施 

・5 月の総会で最終判断予定 

⚫ 中層住宅 

・ラベールを候補として管理組合へ説明済み 

・理事会構成の事情により調整中 

⚫ タウンハウス 

・浜風 5 住宅を再候補として交渉予定 

⚫ 戸建住宅 

・緑西を候補として検討していたが、新会長就任により再調整が必要な状況 

 

5．アンケート調査 

各方式を利用した住民からアンケートを回収する。主な評価項目は 

• 安全性 

• 使いやすさ 

• 自宅からの距離・動線 

• ごみ出し時間 

• 生活への影響 

• 臭い・飛散 

• 景観 

最終回では 3 方式を比較した総合評価を行う。  

 

6．今後の主な課題 

今後の検討テーマとして以下が挙げられている。 

• 24 時間ごみ出し方式か、朝出し方式か 

• 鍵管理や清掃などの運営体制 

• 管理会社の関与の必要性 

• ごみ庫・カート収納ボックスの仕様や色彩 

• 景観との調和 
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4. ごみと温暖化問題― 私たちのごみが地球環境に与える影響 ― 

 

1 地球温暖化とは何か 

地球温暖化とは、大気中の温室効果ガス（CO₂など）が増えることによって地球の気温が

上昇する現象です。 

環境省の「気候変動影響評価報告書」では、温暖化の影響として次のような問題がすでに

起きている、または将来起きる可能性が高いとされています。 

• 猛暑日の増加 

• 集中豪雨の増加 

• 渇水や水不足 

• 農作物の収量低下 

• 熱中症による死亡の増加 

このように、温暖化は私たちの生活や健康、食料などに直接影響する問題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 温暖化の原因の一つ「ごみ焼却」 

日本では、家庭ごみの多くを焼却処理しています。 

焼却すると、ごみの中に含まれるプラスチックや紙などの炭素が燃え、CO₂が発生します。 

つまりごみを燃やすことは、CO₂を排出することになります。CO₂は温室効果ガスの代表

的なものであり、地球温暖化の原因の一つとなります。 

 

3 日本の特徴―ごみを燃やす国 

世界を見ると、ごみ処理方法は大きく三つに分かれます。 
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方法 内容 

リサイクル 資源として再利用 

埋立処分 地中に埋める 

焼却 焼いて処理 
 

日本は土地が少ないため、焼却処理の割合が非常に高い国です。 

つまり、日本ではごみ問題＝温暖化問題と言ってもよい関係があります。 
 

4 燃やすごみの実態 

実際に燃やしているごみの中身を調べると、次のような特徴があります。 

燃やすごみの中身 

• 紙   約 30％ 

• プラスチック 約 23％ 

• 生ごみ 約 13％ 

つまり燃やすごみの半分以上は紙とプラスチックです。この多くは、本来は 

• リサイクル 

• 分別回収  が可能なものです。 
 

5 ごみを減らすことは温暖化対策― ３Ｒの行動で CO₂を減らす ― 

ごみを焼却すると、紙やプラスチックなどに含まれる炭素が燃え、CO₂が排出されます。そ

のため、ごみを減らすことは CO₂の削減につながり、地球温暖化対策にもなります。 

その基本となる考え方が ３Ｒ（スリーアール） です。 
 

① Reduce（リデュース） 

ごみを出さない行動 

最も重要なのは、ごみそのものを減らすことです。 

私たちができる行動 

• 食べ残しを減らす（食品ロスをなくす） 

• 必要以上に包装された商品を買わない 

• マイバッグを使う 

• 使い捨て商品をできるだけ買わない 

ごみを出さなければ、焼却する必要もなくなり、CO₂排出を減らすことができます。 
 

② Reuse（リユース） 

繰り返し使う行動 

まだ使えるものを捨てずに使うことも、ごみを減らす大切な方法です。 

私たちができる行動 

• 容器や袋を繰り返し使う 

• 不用品をリユース（譲る・リサイクルショップ） 
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• 修理して使う 

ものを長く使うことで、新しく作る資源やエネルギーも減らすことができます。 
 

③ Recycle（リサイクル） 

資源として再利用する行動 

分別をすることで、ごみを資源として再利用できます。 

私たちができる行動 

• 紙を資源ごみとして分別する 

• プラスチックを分別する 

• ペットボトルや缶を資源回収に出す 

これにより、燃やすごみが減り、焼却による CO₂排出を減らすことができます。 
 

まとめ 

ごみを減らすことは、単なるごみ問題ではなく地球温暖化対策でもあります。 

私たち一人ひとりの行動 

• ごみを出さない 

• 繰り返し使う 

• きちんと分別する 

この ３Ｒの行動が、CO₂削減につながり、地球環境を守ることになります。 
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出来ることから始める（山口の場合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メモ欄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種類は紙袋に入れて整理 生ごみは自然乾燥 分別（紙類・燃えるご

み・燃えないごみ） 

芦屋市指定袋 


